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    船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年５月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１０月３１日 ０９時１５分ごろ 

発生場所 北海道むかわ町鵡川
む か わ

漁港西北西方沖 

鵡川二等三角点から真方位２７１°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°３３.４′ 東経１４１°５４.０′） 

事故の概要  漁船第三十八峰栄
ほうえい

丸は、南西進中、また、漁船第二十一進栄
しんえい

丸は、

漂泊して揚網作業中、第三十八峰栄丸が第二十一進栄丸に衝突した。 

 第二十一進栄丸は、甲板員が負傷し、左舷中央部の破口等を生じ、

また、第三十八峰栄丸は、球状船首部の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１１月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第三十八峰栄丸、４.９トン 

   ＨＫ３－１２６３５０（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.７２ｍ（Lr）×３.２４ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２３kＷ、平成２０年４月１７日 

   第２０２－８４９５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第二十一進栄丸、４.６トン 

   ＨＫ３－９４３２２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.７８ｍ（Lr）×３.０３ｍ×１.１７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３０kＷ、昭和６２年４月１２日 

   第２００－１７１１７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成８年８月３０日 

    免許証交付日 平成２７年９月１８日 

           （平成３３年８月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５３年２月３日 

    免許証交付日 平成２８年９月９日 

           （平成３４年６月４日まで有効） 



- 2 - 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首部に亀裂、左舷船首部に凹損等 

Ｂ 左舷中央部に破口、航海計器及び機関等に濡損等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約２ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）が乗り組

み、平成２９年１０月３１日０９時１０分ごろ鵡川漁港北西方沖１.

８Ｍ付近で、ししゃも
．．．．

こぎ網漁の操業を行っていた。 

船長Ａは、右舷方０.４Ｍ付近にＢ船を認め、後部甲板に立ち、操

舵室の後方に設置した魚群探知機及びＧＰＳプロッターを見ながらコ

ントローラーで操船し、漁場移動の目的で南進を開始した。（写真①

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真① 本事故当時の船長Ａの操船状況 

船長Ａは、左右に動いて前方の見張りを行っていたが、右舷方に魚

影を発見して右転し、魚群探知機を見るなどしながら約６ノットの対

地速力で南西進中、０９時１５分ごろＡ船の船首部とＢ船の左舷中央

部とが衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船が左舷中央部から浸水し、えい
．．

航準備中にＢ船の船

尾が沈み始めたので、Ｂ船の乗組員３人をＡ船に移乗させて、鵡川漁

港に戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、鵡川漁港西北西

方沖において、船首を南東方に向けて漂泊し、ししゃも
．．．．

こぎ網漁の揚

網作業を行っていた。 

Ｂ船は、乗組員３人が後部甲板で船尾方を向き、並んで揚網作業

中、甲板員ＢがＢ船に向かってくるＡ船に気付いて声を上げたが、船

長Ｂは、Ａ船が至近に迫っており、どうすることもできず、Ａ船と衝

突した。 

 Ｂ船の乗組員３人は、とっさに船体に掴
つか

まったが、甲板員Ｂが右腕

に打撲を負った。 

 Ｂ船は、僚船にえい
．．

航されて鵡川漁港に向かったが、同漁港南西方

ＧＰＳプロッター 

魚群探知機 

コントローラー 
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１.３Ｍ付近で船首部分を残して水没し、後日引き揚げられて廃船処

理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、操舵室の後方に設置したＧＰＳプロッターに漁場等の位

置情報を入力していたが、操舵室に設置したＧＰＳプロッターには、

同情報を入力していなかったので、後部甲板で魚群探索を行ってい

た。 

甲板員Ａは、本事故当時、前部甲板左舷側で下を向いて漁獲物の整

理を行っていた。 

 船長Ｂは、漂泊中のＢ船を接近する他船が避けると思っていた。 

 船長Ｂは、揚網作業中に、機関を前進に入れると漁網に引っ張られ

て前進することができず、後進に入れると絡網して移動することはで

きないので、Ａ船に気付いたとしてもどうすることもできなかったと

本事故後に思った。 

Ａ船及びＢ船の乗組員は、全員、固型式の救命胴衣を着用してい

た。 

船長Ａ及び船長Ｂが所属する漁業協同組合所属のししゃも
．．．．

こぎ網漁

船は、操舵室の後方に設置した魚群探知機等を使用し、後部甲板で魚

群探索を行いながら操船を行うことが多かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鵡川漁港西北西方沖の漁場において、南西進中、船長Ａ

が、魚群探索に注意を向け、前方の見張りを適切に行っていなかった

ことから、前方で漂泊して揚網作業中のＢ船に気付かず、Ｂ船に衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鵡川漁港西北西方沖の漁場において、漂泊して揚網作業

中、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が自船に向いたときに気付いたとしても、Ａ船との

衝突を避けるための動作をとることは困難であったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、鵡川漁港西北西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が

漂泊して揚網作業中、船長Ａが、魚群探索に注意を向け、前方の見張

りを適切に行っていなかったため、Ａ船がＢ船に衝突したものと考え

られる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・魚群探索を行いながら航行する場合は、同乗の甲板員にも周囲の

見張りを行わせること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 

鵡川漁港 

む か わ 町 

鵡川二等三角点 

事故発生場所 

（平成２９年１０月３１日 ０９時１５分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船（漂泊中）


